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令和６年第１回北海道議会定例会 予算特別委員会（知事総括質疑） 開催状況 
          

                                   開催年月日  令和６年３月１５日（金） 
                      質 問 者       民主・道民連合  笹田  浩  委員 

 
質 問 内 容                  

 
答 弁 内 容                  

 
一 道政執行方針について 
 まず、知事が道政執行方針の基本方針で述べた｢
道民の皆様が豊かで安心して住み続けられる社会｣
の実現のためには、道政全般にわたって多数派だけ
でなく、少数派の意見を大切にすべきとの問題視点
から、各部審査において取組等を質したところ、｢
道庁全体で現場主義を徹底し、幅広い関係者の皆様
の多様な意見を踏まえ｣政策を展開する旨の答弁が
ありました。 
 しかし、言葉上はそう述べても、必ずしも内実が
そのようになっていないというところに深刻な課題
があると考えています。トップである知事が、力の
ある業界団体の声ばかり伺っていないで、知事自身
がそうした困難を抱えている皆さんの声を、各地域
に出向いた際などにもっともっと積極的に聴取しに
行く姿勢が無くては、｢道庁全体で現場主義を徹底｣
と言ったところで、現場の職員には響きません。む
しろ｢シラケる｣だけであります。 
 そこで、知事の言う｢徹底した現場主義｣とは何で
、どのように具体化しようと思っているのか、お伺
いいたします。  

 
（知 事） 
 今後の政策展開についてでありますが、私として
は、人口減少の進行や物価高騰の長期化など、道政
が直面する様々な地域課題に対応していくためには
、市町村や関係団体など、幅広い関係者との意見交
換等を通じ、地域の実情を政策に反映することが重
要であると認識しています。 
 本道を取り巻く環境が大きく変化し、政策課題も
多様化、複雑化する中においては、これまで以
上に地域の皆様の声を丁寧にお伺いする必要がある
と考えており、私自身はもとより、それぞれの政策
課題を所管する各部局、さらには振興局などが直接
現場に赴き、道の考え方についてご説明しながら、
幅広い関係者と議論を積み重ねるなど、道庁の組織
全体として現場主義を徹底し、魅力ある地域づくり
と地域経済の活性化につながる政策を展開してまい
ります。  
 
 
 
 

 
【再質問】 
 今ほど、現場主義を徹底するとありましたが、や
はり代表質問や各部審査で質したとおり、知事から
は｢地域｣軽視としか感じられない現状が見受けられ
ます。地域振興監が総合政策部長と兼務されること
はもちろん、新年度の副知事人事を見ても留任され
るお二人を含めて振興局長経験者はゼロで、３副知
事全員が知事室長経験者と、身内で固めた極めて内
向きの布陣ということであれば、やはり｢地域｣を大
事にしているとは受け止められないですし、また、
知事がせっかく地域に出向いても、成功者や先駆的
な取組を行っている人、業界の代表者、声の大きな
人の意見ばかり聞くようであれば、誰もが暮らしや
すい地域は実現できません。 
 知事が｢なおみちカフェ｣等で地域に出る際には、
生活に困窮されている方、ハンディキャップを抱え
る方、性的マイノリティ等、小さな声にも耳を傾け
る機会を必ず設けるなど、地域訪問のあり方を抜本
的に見直すべきと考えますが、再度所見をお伺いい
たします。 

 
（知 事） 
 今後の政策展開についてでありますが、これまで
、私自身が地域を訪問した際には、限られた時間の
中ではありますが、可能な限り市町村長をはじめと
した地域の方々と意見交換に努めてまいりました。 
 今後ともそうした機会だけではなく、それぞれの
政策課題を所管する各部局はもとより、地域づくり
の拠点である振興局などが、日常的に現場に赴き、
様々な機会を活用して、幅広い関係者と議論を積み
重ねるなど組織全体として現場主義を徹底し、地域
の実情を政策に反映できるように取り組んでまいり
ます。 
 
 
 
 
 
 
 

 
【指 摘】 
 そういうことでは、さっき言ったものとまた堂々
巡りと、基本的には今までやっていた手法では弱者
に対する声が届かないのではないかと再度質問させ
てもらった訳でありますけれども、そこの弱い者の
声を聞くという気持ち、これを是非とも持って頂き
たいと指摘しますけれども、是非ともこれからもま
たいろんな地域を歩くでしょうし、そういうときに
は本当に弱い人の声、これを拾っていくんだという
優しい気持ちを持ってやって頂きたいと思います。 
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二 人口減少対策について 
 次に、人口減少対策に関し、昨年道が実施した意
識調査を踏まえた対策の必要性について各部審査で
質しましたが、具体的で明快な答弁はありませんで
した。 
 調査結果によれば、人口が減少する中、心豊かに
暮らし続けられるためには、子育て支援、人材の確
保・育成、雇用対策、医療・福祉の整備が最重要で
あることは明らかでこうした政策を道として一層充
実させていくべきであることは、論を待ちません。
政策の方向性、あるいは具体的な施策は、地域の声
をしっかり聞けば自ずと定まってくると考えますが
、こうした客観的なデータや現場の声に即した政策
を促進しなければ、創生総合戦略や総合計画で掲げ
るような大きな政策目標の達成は難しいと言わざる
を得ません。 
 各部審査では、担当の局長から｢道民の皆様のご
意見を踏まえ、適切な対応を講じる｣との答弁もあ
ったところでありますけれども、知事は、今後一層
の深刻化が懸念される人口減少に対応した具体的な
対策をどう検討し、どのように実施していくおつも
りなのか、決意も含めて所見をお伺いいたします。 
 
 

 
（知 事） 
 人口減少対策についてでありますが、道ではこれ
まで、北海道創生総合戦略に基づき、子育て環境の
充実や雇用の創出など様々な取組を進めてきたとこ
ろでありますが、2050年の将来推計では、本道
の約３分の１の市町村で人口が半分以下となるなど
、依然として厳しい状況が見込まれており、今後と
も、自然減、社会減の両面から、危機感を持って、
粘り強く取り組んでいく必要があります。 
 現在行っている現行の総合戦略の検証においては
、人口動態の要因分析や地域の皆様の声を踏まえ、
医療や福祉、地域交通の確保をはじめ、女性や若年
者の転出超過、人手不足といった課題に関し、政策
資源を集中するなど重点的に取り組むべき方向性等
についてご意見をいただいているところでございま
す。 
 道としては、こうした議論を踏まえ、地域ニーズ
に即した子育て支援の充実はもとより、若者の雇用
安定や就業支援、移住定住の促進等について先進事
例の調査なども行いながら検討し、各種施策を次期
戦略に位置づけ、人口減少問題が最重要課題である
との認識の下、市町村や道民の皆様、民間の方
々などとも連携しながら、より実効性のある人口減
少対策を進めてまいります。  

 
【指 摘】 
 本当にこの人口減少問題というのは、多分今知事
をはじめ、執行部の皆さん、そして我々議員に課せ
られた最大の課題なんだというふうに思っています
。今までもずっとやってきたので、ここで特別な事
をしろと言っても知事がやる気だぞ、本気だぞとい
う姿は見せられないというふうに思うんですけれど
も、こうなったらやっぱり本気度出すのに予算を集
中する目玉政策を作るなど、ちょっと雰囲気違うぞ
とか、やる気だなと、もっと出さないと地域はどん
どん衰退していきます。 
 もう全ての市町村が、札幌近郊は別でしょうけれ
ども、どんどん衰退の一途でありますからそこを強
く指摘しますが、考えていただきたいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
三 防災・減災対策等について 
（一）日本海溝・千島海溝地震における避難施設な 
   どの「緊急事業計画」について 
 次に、防災・減災対策等について伺います。初め
に先の各部審査では、能登半島地震なども踏まえ、
避難の様々な課題を質しましたが、日本海溝・千島
海溝地震に対する備えでも、避難施設などの｢緊急
事業計画｣が作られていない指定地域が多々あるこ
とを憂慮します。 
 ｢計画が円滑に策定されるよう支援する｣との答弁
がありましたが、災害はいつ起きても不思議ではあ
りません。喫緊に取組む必要があります。住民の安
全確保に向けた知事の所見をお伺いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（知 事） 
 緊急事業計画の策定についてでありますが、切迫
しているとされる海溝型地震による津波から命を守
るためには、住民の皆様お一人お一人が迅速かつ的
確な避難行動を取っていただくことが何より重要で
あり、関係市町においては様々な取組が求められて
いるところでございます。 
 このため、道では、北海道開発局などとも連携し
て道内４地域に設置した｢推進会議｣において、津波
避難タワー等の整備に当たり、国庫補助率の嵩上げ
措置に必要な緊急事業計画を策定する上での留意事
項の周知や助言を行うとともに道の担当職員も関係
市町を直接訪問し、地域の実情の把握などに努めて
きているところであります。 
 緊急事業計画は、昨年度、国の同意を得た７市町
に加え、今月にも新たに５市町が同意を得る見通し
であり、その他の市町では整備する場合の規模や時
期等について具体的な検討を進めるなどしておりま
すことから、道としては、今後とも市町が抱える課
題にきめ細かく対応するなど、必要な市町における
円滑な計画策定を積極的に支援し、住民の皆様の安
全・安心の確保に取り組んでまいります。 
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（二）スフィア基準について 
 次に、この災害避難計画に関わる各部審査では、
避難所の国際基準である｢スフィア基準｣についてお
聞きいたしました。総務部では、｢被災者が安定し
た状況で、尊厳をもって生存し、回復するために、
有るべき｢人道対策・人道対応｣や｢実現すべき状況｣
がどのようなものであるのかを示したもので、内閣
府のガイドラインにも参考にすべき内容と書かれて
います｣と答弁がありました。 
北海道の災害避難所は、まさしくこのスフィア基

準を目指すべきであり、道が示すマニュアル等にお
いても、この国際基準に近づくことを明記すべきと
思いますが、お考えをお伺いいたします。  

 
（知 事） 
 避難所についてでありますが、災害発生時に、住
民の方々が避難を余儀なくされる場合、避難所は被
災者の方々の暮らしの場であるとともに支援の拠点
でもあることから、避難所などに関し、暮らしに欠
かせないサービスと適切なスペースの提供等を定め
た｢スフィア最低基準｣は、国が定めている｢避難所
ガイドライン｣において、避難所の質の向上にあた
り、参考にすべき国際基準として示されているとこ
ろでございます。 
 また、このたびの能登半島地震に係る国の検証チ
ームにおいても議論するテーマのひとつとして避難
所運営が挙げられており、環境改善に関しても様々
な課題などが明らかになるものと考えております。 
 道では、これまで国のガイドラインを参考としな
がらマニュアルを策定し、避難所の環境改善に取り
組んできたところであり、避難所が安心して可能な
限り快適に過ごすことができる場となるよう、今後
の国における検証作業も注視しつつ、スフィア基準
も踏まえながら、マニュアルの見直しを不断に行っ
てまいります。  
 

 
（三）北海道地域防災計画について 
 次に、各部審査では、国において今回の能登半島
地震の検証作業が行われ、緊急的な課題について６
月を目処にとりまとめるとのことであります。緊急
的な見直しは必要ですが、総合的な見直しも必須で
す。 
 地域防災計画の見直しはいつを目処に行うのか、
伺います。 
 

 
（知 事） 
 北海道地域防災計画の修正等についてであります
が、過去に発生した東日本大震災や熊本地震などに
ついては、国において検証がなされ、防災基本計画
などについて必要な修正が行われており、このたび
の能登半島地震におきましても、国の検証チー
ムによる検証作業が始まったところであります。 
 道では、今月下旬にも北海道防災会議の幹事会を
開催し、能登半島地震における自衛隊や道警察、開
発局などの活動事例や教訓などについて、意見交換
をすることをはじめ、地域防災計画や関係するマニ
ュアルなどの点検に速やかに着手することとしてお
ります。 
 国では、｢即効性のあるものを中心に本年６月ま
でに緊急にとりまとめる｣との方針を示しており、
道としては、国の検証報告のとりまとめや防災基本
計画の修正等を注視しつつ、道の点検結果なども踏
まえ、令和６年度中に地域防災計画を修正できるよ
う取り組んでまいります。 

 
四 観光施策について 
（一）観光振興を目的とした新税の導入について 
 １ 基金への積み立てについて 
 法定外目的税は使途があって徴収するものです。
将来の災害時等の不測の事態で観光振興につなげる
としても、基金の積立は趣旨から外れているのでは
ないでしょうか。知事の所見をお伺いいたします。 

 
 
（知 事） 
 税収の基金への積立などについてでありますが、
先月開催した有識者懇談会では、徴税コストを除く
税収を全額基金に繰り入れ、毎年度の観光関連施策
に充当するほか、災害などの不測の事態に備え、機
動的な需要喚起や風評被害対策といった目的や使途
を明確にした上で、一定額を積み立てることをお示
ししたところでございます。 
 新税の運用に当たっては、税の目的や使途に応じ
た施策を計画的に実施することが求められておりま
すことから、そのための基金を設置することは有効
な手法の一つとなるものと考えており、今後とも道
議会でのご議論などを十分に踏まえながら、基金を
設置する場合に必要となる制度設計などについて、
引き続き検討を行ってまいります。  
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【再質問】 
 基金の設置が問題と言っているわけではなくて、
その基金からさらに積み立てるということ、これを
大丈夫かというふうに心配をしているというところ
であります。 
 その積み立てる額というのはどの程度積み立てて
どのように運用をしようと思っていますか。また、
積立によって、地方交付税など、そういった道の歳
入に影響があるのではないかとも心配しているわけ
ですがその辺のところの見解をお聞きいたします。 

 
（知 事） 
 積立金についてでありますが、懇談会議論のまと
め案では、使途の柱の一つとして想定している｢危
機対応力の強化｣に関し、現時点での規模感として
５億円程度を見込んでおり、目的税の課税期間
の間このうちの一定額を積み立てていくことをお示
しをしているところでございます。 
 また基金の積立によって、地方交付税に影響が生
じることはないわけでありますが、いずれにいたし
ましても基金を設置し、運用する場合には、詳細な
制度設計が重要であると考えております。道議会で
のご議論も十分に踏まえるとともに、ほかに影響が
生じないよう、必要に応じ、国からも助言をいただ
きながら、さらに検討を深めてまいります。 

 
【指 摘】 
 積立がちゃんと法定外目的税の趣旨どおりであれ
ば、今言ったのでそうですけど、積立っていうのは
これに使うから目的税として取るよっていうときに
これに使うがわからないわけですよ。積み立てるわ
けですから。これが間違いなく観光振興に使われる
という担保が取れるかどうかも心配ですし、また交
付税だけじゃなくてほかの国からの収入だとかそう
いうものに影響しないかというのも心配されます。 
 いずれにしても、新税導入で道の歳入がそれに伴
ってマイナスになるようなこと、これがないように
制度設計がこれから決まりましたら、事前にしっか
り国と協議しながら進めていっていただきますよう
指摘しておきます。 

 

 
２ 今後の進め方について 
 次に、今後の新税の議論の進め方についてであり
ますが、前回の第４回懇談会終了後においても、依
然として様々な論点が残されていると考えており、
また道における議論の進捗に合わせて、次々と新た
に観光振興を目的とした新税の導入の検討を始めよ
うとする自治体が増えていることも承知しておりま
す。 
 各部審査では、一旦区切りをつけたとされた懇談
会の再開に含みを残した答弁がありましたが、こう
した情勢の中で、改めて懇談会での整理を行う考え
があるのか、行うとすればいつ、どのように行うの
か、知事の所見を伺います。  

 
（知 事） 
 新税に関し、今後の対応についてでありますが、
これまで道では、新税の検討を行っている市町村と
の調整や、道内各地の宿泊事業者の方々との意見交
換、全道の市町村や道内に宿泊される方々へのアン
ケートなどを通じていただいたご意見やご意向を踏
まえ、先月開催した４回目の有識者懇談会では、具
体的な使途の方向性や規模感とともに、多くの
皆様からご意見をいただいた徴収事務の負担軽減や
納税者にとってのわかりやすさといった点を考慮し
、税率の見直し案などをお示しいたしました。 
 懇談会では、さらなる税収の確保が必要といった
ご意見をいただいたものの、制度の骨格となる部分
につきましては、概ねご了承をいただいたところで
ございます。 
 今後の懇談会の持ち方などにつきましては、現在
、担当部局において、座長と相談しながら調整を進
めているところでございますが、引き続き、委員の
皆様には道の考えをしっかりと説明をするとともに
、ご意見を伺いながら検討を進め、できる限り早期
に道の考え方を案としてお示しできるよう鋭意取り
組んでまいります。  

 
【指 摘】 
 それはまあ懇談会を開催するということにきっと
繋がってしまうというふうに思っています。また再
度始めるということになると、これよっぽどの覚悟
をもってやっていただかないとですね、一からやり
直すぐらいの覚悟といいますか、まあ一からやり直
したら大変なことになりますけど、本当そのくらい
の不退転の決意でですね、懇談会もう一度やるぐら
いの勢いで、本当に道議会でも、ずっとここまでで
すね、そういうことで話をしてきたわけであります
から、そういったものを踏まえてしっかりとやって
ほしいと。 
 これが北海道のイメージ、観光というのは本当に
イメージが大切ですから、北海道のイメージアップ
にもこのままだったら悪いイメージしか残らないっ
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てそういうような状況にならないように、しっかり
と対応をお願いすることを指摘しておきます。 
 
（二）観光関連予算について 
 １ 観光関連予算の編成過程などについて 
 次に、各部審査では、観光予算を巡る一連の経過
も踏まえ、予算提案のあり方等について道の姿勢を
質し、主に令和５年度最終補正予算の提出に至った
経過について確認してまいりましたが、そもそも令
和６年度当初予算編成における観光予算の編成にあ
たり、北海道観光振興機構からの要望をどのように
受け止め、予算編成過程においてどのように調整し
、最終的な計上となったのでしょうか。 
 また、その経過は関係法令等にも照らし適切だっ
たのか、先般の補正提案は予算提案権の乱用ではな
いのか、という認識をただしました。その認識を再
度伺います。 
 また、一部月刊誌での報道では、２月26日の小金
澤会長との会談で知事が今回の一連の道の対応につ
いて陳謝し、追加での予算対応を伝えたとのことで
すが、そのような事実があったのか併せて伺います
。 

 
 
（知 事） 
 観光関連予算の編成などについてでありますが、
例年、観光振興機構からは、書面により要望をいた
だいており、令和６年度予算に向けても、観光の高
付加価値化や、観光関連産業の人材確保、国内外に
おける戦略的なプロモ－ションなどの要望を受けま
した。 
 道としては、この要望を踏まえ、予算を検討し、
コロナ禍において臨時的に実施していた特別対策事
業分を除くと、昨年度を上回る当初予算を計上した
ところでございます。 
 また先般、補正予算として議決をいただいた事業
については、国費の公募事業と一体的に実施す
ることにより、一層の効果の発現につながるもので
あり、当初予算及び補正予算ともに、関係法令等に
基づき適正に対応したと考えております。 
 なお、機構会長との面談につきましては、一部報
道の内容とは異なり、今後の観光振興のあり方など
について意見交換を行った中で、私からは、道の予
算に関し、道と機構の間で認識の違いがあったこと
を説明するとともに、今後、観光を取り巻く情勢変
化を踏まえた対応を検討することや、機構と適切な
コミュニケーションを図ることについて、担当部局
に指示したことをお伝えしたところでございます。 

 
【再質問】 
 今回の観光予算の追加のように、新年度予算を提
案した後、その審議が始まっている途中で実際の支
出は次年度となる、実質的に新年度予算の増額補正
を行う手法について、わかりづらいかもしれないで
すけれども、説明員から予算提案権があると言う発
言があったというのも聞いています。予算提案権が
あるのは当たり前のことでありまして、だからなん
でもできると言うのだと考えているのであれば、放
漫な考えですし、説明を尽くすことなく権限を振り
かざすなんてことは、二元代表制の議会をないがし
ろにすることだと思っています。 
 知事に今後、予算の提案あたり、丁寧な議会の説
明を求め、再度質問しますけれども、その前に知事
は、夕張市長であられていたわけでありますから、
夕張市がその年度末処理、いわゆる不用額があって
減額補正をして、繰上償還をしたり、基金を積んだ
り、そして次年度のための繰越金を作る。その年度
末処理を国が認めてくれれば、その繰越金を一部、
自由に使える財源として、本当苦労しながらやられ
てきた知事がこのような手法をというのが、私は最
初、信じられない思いでありました。 
 我々にとって納得性の低い案件を、強引な手法で
やられるからには、それなりの理由があるんでしょ
うけれども、それを説明すれといっても多分どうし
ょうもないでしょうから、先ほど言った権限を振り
かざすのではなくて、今後丁寧に議会に説明をすべ
きであると言うことを次に再度お答え願います。 

 
（知 事） 
 予算についてでございますが、道議会におけるご
議論を踏まえ政策を進めていくことが重要であると
考えております。 
 とりわけ予算につきましては、行政運営の根幹を
支えるものでありますことから十分なご審議をいた
だくことが大切であると言うふうに認識してござい
ます。 
 

【指 摘】 
 皆さんの方が、私よりも予算に関してはプロだと
思いますけれども、新年度に本来行くべきものを旧
年度に使うという、一般会計で認められていないよ
うないわゆる繰上充用的なことを、企業会計でもな
いのに今回やったというふうに認識するんですよ。
それをもって地方自治法違反だろうとか、３月31日
だって理事会を開いて提案できるわけですから、提
案権との絡みで、ただ、議会との関係を考えれば、
どんな理由があったにせよそれは丁寧に対応してい
くということが、これから先も重要だと思っていま
すのでこれは強く指摘をさせてもらいます。 
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２ 観光関連予算に係る追加補正について 
 次に、観光予算、特に機構負担金は、コロナ禍で
の旅行割引などを除けば、当初予算を全額計上し補
正予算での対応は通常していないものと承知してい
ます。一方、機構側には、令和６年度当初予算額に
不満があるとの報道が繰り返しなされているところ
であります。 
 今回、道が機構の要望を踏まえて一旦14億円や補
正の約1.5億円を予算措置した以上、特段の事情が
ない限り、軽々に補正をすべきでないというふうに
思いますが、今後、令和６年度内の補正により機構
負担金等をさらに増額するような考えがあるのか、
知事の所見を伺います。 

 
（知 事） 
 観光関連予算についてでありますが、補正予算の
編成や提案時期は、事業内容や執行時期、緊急性な
どを個別に判断し、決定しているところでございま
す。 
 道としては、新年度以降も本道観光を取り巻く情
勢変化をしっかりと見極め、道議会での丁寧な
ご議論をいただきながら、変化を踏まえた適切な対
応に努め、本道の基幹産業である観光の再構築と観
光関連産業の活性化につなげてまいります。 
 

 
３ 今後の対応について 
 先般の令和５年度最終補正予算については、異例
の付帯意見が付き、道の真摯な対応が求められたと
ころでありありますけども、この付帯意見も踏まえ
て、観光予算の編成や団体との調整について今後ど
のように進めていく考えなのか、知事の所見を伺い
ます。  

 
（知 事） 
 観光関連予算に関する今後の対応についてであり
ますが、私としては、道政運営を進めていく上で、
その根幹となる予算については、議会において十分
なご審議をいただくことが大切であると認識をして
おります。 
 本道の観光振興に向けては、道内唯一の広域連携
ＤＭＯである機構と道において、様々な機会を活か
し、丁寧かつ適切なコミュ二ケーションを図りなが
ら、予算をはじめ事業の執行等、観光に関する様々
な政策課題に対して認識を共有することが重要であ
り、機構との緊密な連携のもとで各般の施策を適切
に推進してまいります。  

 
五 交通政策について 
（一）バスにおける人手不足について 
 次に、交通政策について伺います。まず、バスの
運転手不足に関しては、要員不足による労働強化に
収まらず、運行している路線の大幅な減便が行われ
ており、現に利用者に大きな不便が生じているだけ
でなく、今後も更に不便さがどこまでも拡大する懸
念があります。 
 一例として、４月のダイヤ改正ではジェイアール
北海道バスが平日の減便を発表し、また、中央バス
は昨年12月のダイヤ改正で既に590便の減便や乗り
入れ先変更をしているところ、更に230便を減便す
ることを明らかにしています。道はバス協会などと
連携して二種免許取得費用の助成や就職相談会の開
催など行っておりますが、目に見えた成果を上げら
れていません。 
 知事は道内のバス路線維持に向けた運転手の確保
について、実効性をあげるためにどう取り組んでい
くのか所見を伺います。  
 

 
（知 事） 
 地域交通の確保についてでありますが、バス事業
者は、地域の暮らしや産業を支える重要な役割を担
っているものの、多くの事業者が運転手不足に直面
していることから、道では、事業者の皆様が安定的
に事業が継続でき、運転手の処遇改善につながるよ
う、国や市町村と連携したバス運行費の補助や
車両維持経費の支援などに取り組むとともに、運転
手確保に向けては、今年度、合同就職相談会を全道
各地に拡大して開催をしたほか、移住・観光施策と
連携した道外プロモーションを実施するなど取組を
強化してきたところでございます。また、新年度に
おきましては、これまでの取組に加え、様々な広報
媒体を活用した運転手の魅力発信や道内外における
就職イベントへの出展の更なる拡充、加えて、若
年者や退職予定の自衛官を対象としたＰＲ活動の展
開など取組の充実を図っていくこととしております
。 
 道としては引き続き、交通事業者はもとより、北
海道運輸局や市町村などといった多様な主体とより
一層、連携を密にしながら、収益改善に資する利用
促進や地域の公共交通を担う運転手の確保など持続
可能な交通ネットワークの確保に向け、取り組んで
まいります。  

 
（二）ＪＲ北海道の路線維持問題について 
 次に、ＪＲ北海道の路線維持問題に関し、各部審
査では新年度における利用促進の取組について質し
てきたところであります。本日、国は来年度から向
こう３年間1,092億円の財政支援を行うとともに、
監督命令を発出し、いわゆる｢黄色線区｣の改善方法
など徹底した経営努力を求めると表明しました。 
 まず、このことに関する知事の受け止めをお伺い
するとともに、ＪＲ北海道の経営自立と持続可能な
鉄道網の確立に向けては、ＪＲ北海道の徹底した経
営努力を前提に、国の実効ある支援が大前提である
ことは言うまでもありませんが、こうした国の支援
も踏まえ、道として今後どのように対応するのか、
所見を伺います。 

 
（知 事） 
 鉄道網の維持・活性化に向けた対応についてであ
りますが、本日発表された令和６年度以降における
国のＪＲ北海道に対する支援施策につきましては、
ＪＲにおける経営改善に向けた取組の状況や黄色線
区における総括的検証の結果はもとより、本道の鉄
道ネットワークが我が国において果たしている
人流・物流両面での役割を踏まえた実効ある支援の
継続を求めた本年１月のオール北海道での国への要
請が反映されたものと受け止めております。 
 私としては、今般、公表された国の支援策を踏ま
え、ＪＲの幹部に対し、現在ＪＲにおいて策定が進
められている中期経営計画の内容や考え方に加え、
黄色線区における今後の取組方向などについて説明
を求めた上で、地域としての協力・支援について、
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道議会や市町村をはじめ地域関係者の皆様のご意見
を伺い、幅広い観点で検討を進めながら鉄道の利用
拡大を図る取組を切れ目なく展開していくとともに
、事業の抜本的な改善方策のとりまとめに向けＪＲ
と沿線地域の協議が円滑に進められるよう取り組ん
でまいります。 

 
（三）ライドシェアについて 
 次に、各部審査では、いわゆる｢日本版ライドシ
ェア｣となる新制度の導入に関し、道としての対応
の方向性について伺いました。３月14日、国交省は
この新制度の開始時点、本年４月時点での導入先と
して、東京23区など大都市部に限り、都市部に認め
る方針を明らかにしました。 
 都市部以外に地方において運転手等の人手不足が
深刻であります。この北海道もそういう地域であり
ますけれども、今後、この新制度に対しどのような
スタンスでどのように対応していくのか、知事の所
見を伺います。  

 
（知 事） 
 地域における移動手段の確保についてであります
が、国においては、タクシーが不足する地域におい
て、一般のドライバーが自家用車等を活用し、運送
サービスの提供を可能する新たな制度に関し、先般
４月からこの制度を活用できる地域として東京、横
浜、名古屋、京都の４地域を指定し、今後、こ
れら以外のタクシーが不足している地域につきまし
ても順次、公表するとしたところでございます。 
 道としては、国の新たな制度への対応に当たって
は、何より安全の確保や利用者保護を最優先にする
とともに、地域や交通事業者の方々の理解と協力を
いただきながら取組を進める必要があると考えてお
り、引き続き、国が進めている具体の制度設計や今
後の地域指定の動向などを注視しつつ、関係者との
連携を強化しながら、地域における必要な移動手段
の確保に向け適切に取り組んでまいります。 

 
六 最先端半導体関連産業について 
 次に、最先端半導体関連産業についてであります
けども、人口の一極集中ということが心配され、地
域からの人材の流出、そして全道への波及効果は、
すべての、心配されるのが人口の流出で、および全
道への波及効果を道民が強く求めているという関心
事だということ。しかし、道の明確な取組が見えな
いというふうに思います。 
 全道での波及効果を実感できる取組になるのか、
知事にお伺いいたします。 

 
（知 事） 
 半導体・デジタル関連産業振興ビジョンについて
でありますが、ビジョンの案では、めざす姿の実現
に向けた課題の一つとして、｢一極集中への懸念｣を
挙げており、この課題の解決に向けて道内のデジタ
ルインフラを整備し、半導体やデジタル産業を集積
させ、農林水産業や観光業など本道に優位性のある
産業や暮らしのスマート化を図るとともに、関
連投資や雇用、関係人口の拡大などの効果を積極的
に取り込むことにより、地域の付加価値の向上を図
ることとしております。 
 道としては、道民の皆様の理解と共感を得られる
よう、14振興局すべての地域でセミナーを開催し地
域の声なども踏まえながら、ビジョンに基づき各般
の施策を戦略的に推進し、道央圏のみならず、本道
全体の経済活性化と持続的発展につなげてまいりま
す。 

 
七 エネルギー政策について 
（一）泊原発再稼働について 
 次に、エネルギー政策、泊原発再稼働についてで
ありますけれども、各部審査でこの能登半島地震に
伴って避難計画を見直す必要があるのではないかと
いう議論をさせていただきました。 
 しかし、答弁では、いずれも国の分析・検討、そ
の結果を受けてという答弁に終始したわけでありま
すけれども、原発立地地域として地域住民の安全に
責任を負う、責任がある北海道が規制委員会の議論
と並行して主体的に避難計画を見直すという検討を
進めるべきだと考えますが、知事の見解をお伺いい
たします。 

 
 
（知 事） 
 原子力防災対策などについてでありますが、原子
力に係る地域防災計画や避難計画については、専門
的・技術的事項を規定した原子力災害対策指針と国
の中央防災会議が策定する防災基本計画に基づ
き、地域の実情を踏まえながら関係自治体が策定す
るとされているところでございます。 
 こうした中、今後、原子力規制委員会においては
屋内退避の課題などを検討するとしており、道とし
てはこうした国の動向を注視しつつ、指針などが改
定された場合は、関係町村等と連携し必要に応じて
地域防災計画を修正するとともに、この度の地震で
生じた事態を想定した訓練を実施し、計画などにつ
いても点検するなど適切に対応してまいります。ま
た、規制委においてはこの度の地震に関し、志賀原
発以外の発電所の適合性審査に影響を及ぼすような
新たな知見が出てくるかどうかは、分析結果を見て
からとしているところでございます。 
 なお、原発の安全性の確保につきましては、規制
責任を担う規制委において、最新の知見を反映した
基準に基づき、審査・確認を行っていただくことが
重要であると考えているところでございます。 
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（二）高レベル放射性廃棄物最終処分場選定に係る 
   調査について 
 次に、高レベル放射性廃棄物処分場選定について
伺います。各部審査では使用済み核燃料の処分に関
しては、国全体で負うべき重い課題だということで
質問しました。 
 国に対して積極的に議論を進めるよう求めるべき
だと質したところ、｢国に要望している｣との答弁で
ありました。現状をみるに全く不十分であります。
国民全体に北海道だけの問題ととらわれないように
国への働きかけのみならずさまざまに手立てを講じ
る必要があると考えますが、具体の取組について知
事に所見をお伺いいたします。 

 
（知 事） 
 高レベル放射性廃棄物の最終処分についてであり
ますが、国は、エネルギー基本計画において、廃棄
物を発生させた現世代として、最終処分へ向けた取
組を強化し、前面に立ってその解決に取り組むこと
としており、道としては、エネルギー政策に責任を
持つ国が、全国での最終処分事業の理解促進に努め
るべきと考えております。 
 最終処分の問題は、非常に重要な課題であり、原
発の所在の有無等にかかわらず、国民的な議論が必
要なことから、今後とも国に対し、全国において文
献調査報告書の内容をていねいに説明するなど、最
終処分事業の理解促進に向けた取組を一層加速させ
るよう求めるとともに、道としてもホームページ等
を通じて、文献調査のこれまでの経過や道の考えな
どをていねいに情報発信してまいります。 

 
八 過請求について 
 道が人材派遣会社｢シグマスタッフ｣に委託した業
務に関する約１億４千万円の過請求事案に関し、道
は極めて悪質だとして、今月８日に処分の特例を活
用し、２年間契約の相手方としない措置をしており
ますが、各部審査では同様の事案における他自治体
の対処などを踏まえた道としての対応を質したとこ
ろであります。 
 シグマ社及びエグゼ社への告訴に対する結論は持
ち越しされていますけれども、事案から既に数か月
が経過しており、いつまでも先送りにするものでは
ないというふうに考えますが、その結論について、
今、まさに知事の所見を伺いいたします。  

 
（知 事） 
 告訴についてでありますが、道では、これまで、
顧問弁護士の助言をいただきながら、道警とも打合
せを行うなど、検討を進めてきたところであり、株
式会社シグマスタッフ及び株式会社電通プロモーシ
ョンエグゼの行為は極めて悪質性が高く、厳正な対
応を講じる必要があると判断し、それぞれの不適切
行為について告訴してまいります。 

 

 


